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農業委員会で審議された案件です

（上段：賃貸借・使用貸借 下段：売買・贈与 単位：件）

案 件 名 ４月～７月 ８月 ９月 10月 11月 令和６年度計

農振法による農用地区域除外申請 ０ ０ ０ ０ ０ ０

農地法第３条許可申請
１ ０ ０ ０ ０ １

０ ０ ０ ０ ０ ０

農地法第４条許可申請 ０ ０ ０ ０ ０ ０

農地法第５条許可申請
０ １ ０ ０ ０ １

２ ０ ０ ０ ０ ２

農用地利用集積計画の決定
４ ０ ２ ０ ０ ６

３ ０ ０ ０ ０ ３

現況証明願 １ ０ １ １ ０ ３

農地法第３条の３届出書 ４ ２ １ １ ０ ８

農地法第１８条第６項合意解約通知書 ４ ０ ０ ０ ０ ４

農業者年金に関する申請 ３ １ ０ ０ １ ５

各月のその他の案件

８月 ●農地所有適格法人の要件確認について
●令和６年度水稲作況調査について

９月 ●農地所有適格法人の要件確認について
●令和６年度玉葱作況調査の結果について
●令和６年度水稲作況調査の結果について
●令和６年度農地法第30条の規定による農地利用状況調査（一斉）の実施について
●令和６年度果樹作況調査について

10月 ●農地等利用最適化推進施策に関する意見書（案）について
11月 ●農林水産省通知「農地法の運用について」に基づく非農地判断について

農地の貸借契約期間について

農地法第３条の許可による賃貸借は、解約する意向や賃借料の変更の希望などがない限り

法定更新（前契約と同じ条件で自動的に更新）されますが、使用貸借及び基盤強化促進法に

基づく農用地利用集積計画に係る賃貸借、令和７年度より開始される地域計画による賃貸借

は法定更新されません。農地を貸し借りしている方、これから貸し借りしようとしている方

は契約期間にご注意ください。農地に関する相談は、地区担当農業委員または、農業委員会

事務局までお問い合わせください。


